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～ 保険証（被保険者証）の一斉更新について ～

■ 7月中に新しい保険証を送ります。

■ 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、
    限度証（限度額適用認定証）も新しくなります

　現在お使いの水色の保険証は７月３１日で期限切れとなる
ため、“きみどり色”の新しい保険証をお送りします。お手元
に届きましたら、きみどり色の保険証をご使用ください。 

　現在お使いの黄色の減額認定証及び限度証が 7 月 31 日で期限切れとなりますの
で、保険証に同封された新しい“だいだい色”の証をご使用ください。減額認定証
あるいは限度証を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度
額までとなります。
　新たに申請対象となった方には申請書をお送りしますので、申請書は、役場保健
福祉課医療保険係へ提出してください。

減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の交付対象となる方

限度証（限度額適用認定証）の交付対象となる方

後期高齢者医療制度のお知らせ

  

お問い合わせ先
〒060-0062  札幌市中央区南2条西14丁目国保会館6階  　 ☎ 0 11（2 9 0 ） 5 6 0 1

■ 保険証や制度に関すること   役場保健福祉課医療保険係  ☎ （６２）４４７３
■ 保 険 料 に 関 す る こ と   役場町民生活課税務係　　 ☎ （６２）４４７９

北海道後期高齢者医療広域連合

地域包括支援センターからのお知らせ

地域包括支援センター
からのお知らせ

認知症や在宅介護などの相談窓口

☎ ６２－４４７３

◎役場　地域包括支援センター総合相談係　　

　　　　保健福祉課介護保険係 

認知症状の維持や予防には、散歩やウォーキン

グなどの有酸素運動が適しています。

有酸素運動は全身の血流を改善し、脳の細胞を

活性化する効果が期待できます。

歩く速さは「息がほとんど弾まない程度」とさ

れています。

まずは　

週に１回以上、
1日30分以上歩くことから始めてみましょう！！！

１日1回以上の実践が望ましいですが、大切なのは運動の習慣を継続することです。

「買い物をするとき、車ではなく店まで歩いていく」といったちょっとした工夫か

ら、運動習慣を取り入れていきましょう！

また、毎日朝夕に放映されているNHKの

テレビ体操も効果的です！！！

区　分

区分Ⅱ

区分Ⅰ

　　　　　　　　　　対象となる方

世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方
○世帯全員の所得が 0円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が 80万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方 

自己負担限度額
外来＋入院
（世帯単位）

24,600円

15,000円

外来
（個人単位）

8,000円

区　分

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

　　　　　　　　　　対象となる方

住民税課税所得が 690 万円以上の被保険者と
その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が 380 万円以上の
被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、
その方と同一世帯にいる被保険者の方

自己負担限度額
外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

252,600 円＋
 ( 医療費－842,000 円 )×1% 

167,400 円＋
 ( 医療費－558,000 円 )×1% 

80,100 円＋
( 医療費－267,000 円 )×1%

認知症状の維持や予防にはどれくらいの運動が必要？


